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Ⅰ 実施計画の策定趣旨について  

 

（１） 策定趣旨 

上下水道事業を取り巻く環境が厳しい中で、健全かつ安定的な事業運営を継続するために、平成 28

年度から 10年間を計画期間とし、基本方針や取組みを示した「八千代市上下水道事業経営戦略」(以

下経営戦略)を策定しました。 

経営戦略に掲げた基本方針に基づく事業や取組みを確実に実行し、進行管理を行っていくために、

年度ごとの取組み内容や活動指標などを示した実施計画を前期と後期に分けて策定します。本計画は

前期計画期間（平成 28年度～平成 32年度）における実施計画です。 

なお、本書は、平成 28年 7月に策定した前期実施計画の取組項目について、これまでの進捗状況等

を踏まえ見直しを行い、平成 30年度版として作成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 進行管理 

 本計画における取組・施策の実施内容や実績数値を毎年度、検証・分析を行い、進行状況をホーム

ページなどで公表していきます。 

 なお、平成 28 年度の実施状況は、平成 29 年 9 月に作成した「八千代市上下水道事業経営戦略 前

期実施計画 平成 28 年度取組状況」で公表しています。 

 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５ Ｈ３６ Ｈ３７

八千代市上下水道事業経営戦略 (Ｈ28～Ｈ37）

前期実施計画(Ｈ28～Ｈ32） 後期実施計画(Ｈ33～Ｈ37）

毎 年 度 進 行 状 況 を 検 証・分析・公 表
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Ⅱ 水道事業  前期実施計画  

（１）基本方針と取組・施策体系 

（２）変更・追加を行った取組項目 

 平成 28年度から 29年度の実施状況を踏まえ、下記の項目について、平成 30年度以降の取組項目の

計画変更及び追加を行いました。変更・追加した項目は、   枠で囲んで表示しています。 

取組・施策名 取組項目 変更・追加 項 

１－①水道施設の計画的・効率的な管理 長期的な更新需要 変更 ３ 

１－②浄・給水場の統廃合の検討 統廃合の検討・実施 変更 ４ 

１－⑦水道料金の見直し 一般用料金の見直し 変更 6 

２－②鉛製給水管の更新 取替え工事 変更 ７ 

３－②水道管路の耐震化・老朽化対策 非耐震管の入れ替え 変更 ９ 

３－③漏水対策の推進 漏水調査の実施 変更 10 

３－④応急給水用資機材の整備 
給水タンクの整備 変更 11 

給水タンク車の整備 追加 11 

３－⑤復旧体制の強化 不断水弁の設置 追加 12 

※(4)業務量の見通し、(5)財政収支の見通しについても、修正しています。 13 

基本方針  取組・施策名  

１水道事業の運営基盤の向上  

①水道施設の計画的・効率的な管理 

②浄・給水場の統廃合の検討 

③定員管理の適正化 

④民間資金・ノウハウの活用の検討 

⑤広域化の検討 

⑥適正な資金管理 

⑦水道料金の見直し 

⑧手数料の見直し 

２安心・快適な給水の確保  

①水質管理体制の充実 

②鉛製給水管の更新 

③貯水槽の衛生管理指導 

３災害対策の強化 

①浄・給水場の耐震化・老朽化対策 

②水道管路の耐震化・老朽化対策 

③漏水対策の推進 

④応急給水用資機材の整備 

⑤復旧体制の強化 

⑥井戸水の確保 
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（３）前期実施計画（取組内容） 

 

１ 水道事業の運営基盤の向上 
 

 

 

 

 

 

１-① 水道施設の計画的・効率的な管理 

取組の目的・内容 

永続的に安定的な給水を継続するために、施設の現状を分析するとともに、将来の更新需要などを的確に

把握し、長期的な視点から施設を管理していきます。 
 

【浄・給水場】 

・平成 23 年度に策定した「八千代市水道事業第２次長期基本計画」を見直し、浄・給水場の統廃合を含めた更新計画と

して「八千代市水道施設再構築基本計画」を平成 30 年度に策定します。 

・機械設備の管理台帳システムを整備し、更新やデータの管理を行い、資産管理水準の向上を図ります。 

・「施設の点検・診断マニュアル」に基づく点検を実施し、老朽化などの状況を確認します。 

【管路】 

・管路の現況調査に基づき、管路の実耐用年数を設定し、今後の更新需要の精査を行います。 

・平成 31 年度から行う管路の耐震化工事については、優先順位を設定したうえで、事業費を平準化し、計画的に進めて

いきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

長期的な 

更新需要 

変更前 

「八千代市水道事

業第２次長期基本

計画」の見直し 

長期的な更新計

画・財政収支見通

しの作成 

計画の見直し 計画の見直し 計画の見直し 

変更後 

「八千代市水道事

業第２次長期基本

計画」の見直し 

長期的な更新計

画・財政収支見通

しの作成 

八千代市水道施設再

構築基本計画の策定 
計画の推進 計画の推進 

（変更事由） 平成 30 年度、31 年度、32 年度の取組内容の変更 

平成 29 年度から「八千代市水道施設再構築基本計画」の策定業務を行っています。本計画は平成 30 年度に完成する

予定であり、平成 31 年度以降は計画を推進していくため、内容を修正しました。 

浄・給水場の設備管理台

帳の整備・更新 

設備管理台帳シス

テム整備 

台帳システムの更

新・データ管理 

台帳システムの更

新・データ管理 

台帳システムの更

新・データ管理 

台帳システムの更

新・データ管理 

施設の点検・診断マニュア

ルに基づく点検の実施 
点検の実施 点検の実施 点検の実施 点検の実施 点検の実施 

管路の計画的な更新 
管路の現況調査によ

る実耐用年数の設定 
  

計画的な耐震化工

事の実施 

計画的な耐震化工

事の実施 
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１-④ 民間資金・ノウハウの活用の検討 

取組の目的・内容 

民間委託などの手法の活用が可能である事務事業については、導入を検討し、事務の効率化や事業費の

縮減を図り、安定的なサービスを継続させます。 

これまで様々な業務における民間委託の拡大を行ってきましたが、今後も委託業務の拡大を進めるとともに、民

間の資金・ノウハウの活用について、先進事例などの調査・研究を行います。 
 

・浄水場の施設管理業務委託においては、平成 33 年度からの委託業務内容の拡大について検討します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

先進事例の調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 

水道施設管理業務委託に

おける業務内容の検討 
調査・検討 調査・検討 

業務内容の確定 

仕様書の作成 

仕様書の作成 

契約方法の確定 
委託契約 

１-② 浄・給水場の統廃合の検討 

取組の目的・内容 

施設の更新需要が増加していく中、浄・給水場施設の更新に係る投資の合理化を目的として、施設のダウン

サイジングを進めるために、７つある浄・給水場の統廃合について検討を進めます。 
 

・「八千代市水道施設再構築基本計画」を策定し、本計画に基づき統廃合を進めます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

統廃合の 

検討・実施 

変更前 
水道施設再構築基

本構想の策定 

構想に基づく更新

計画の見直し 
統廃合の推進 統廃合の推進 統廃合の推進 

変更後 
水道施設再構築基

本構想の策定 

構想に基づく更新

計画の見直し 

八千代市水道施設再

構築基本計画の策定 
統廃合の推進 統廃合の推進 

（変更事由） 平成 30 年度の取組内容の変更 

 平成 29 年度から「八千代市水道施設再構築基本計画」の策定業務を行っており、平成 30 年度に完成する予定です。平

成 31 年度以降、浄・給水場の統廃合を推進していくため、内容を修正しました。 

１-③ 定員管理の適正化 

取組の目的・内容 

平成 18 年度に行った上下水道事業部門の組織統合以降、事務の効率化などにより、これまで人員の削減

を実施してきましたが、今後においても、市全体の定員管理計画に基づき、事務事業の見直し、民間委託の拡

大や再任用職員の活用などによる定員管理の適正化を進めます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

定員管理の適正化 推進 推進 推進 推進 推進 
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１-⑤ 広域化の検討 

取組の目的・内容 

経営基盤の強化や経営の効率化を図ることを目的に、国や県は水道事業の広域化の推進を行っています。 

本市が受水している用水供給事業者である北千葉広域水道企業団や近隣水道事業体との事業統合による

広域化については、具体的な検討には至っていません。しかしながら、長期的な視点から他事業体が進める事

業統合・経営統合・施設統合などの事例を注視し、調査・研究を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

国・県の方針や先進

事例の調査・研究 
調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-⑥ 適正な資金管理 

取組の目的・内容 

年々増加する企業債残高を圧縮するために、適正な内部留保資金残高を確保したうえで、企業債の借入を

抑制する必要があります。 
 

・前期計画期間は、石綿セメント管の更新や村上給水場の改良工事などへの多額の事業費が見込まれることから、企

業債の充当率を一定の範囲にとどめることを目標とします。 
 

・期中の資金管理については、上下水道局内の情報共有などにより、事業の執行状況を把握することで、資金管理を徹

底し、定期預貯金の預入などによる利息の獲得と企業債の借入日の調整をすることによる支払利息の低減を図りま

す。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

企業債の借入の抑制 充当率の上限設定 充当率の上限設定 充当率の上限設定 充当率の上限設定 充当率の上限設定 

 企業債充当率（上限） ５０％ ５０％ ５０％ ５０％ ５０％ 

期中における資金管

理の徹底 

・定期預金の利息の

獲得 
 

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
 

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
 

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
 

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
 

・企業債利息の低減 
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１-⑦ 水道料金の見直し 

取組の目的・内容 

今後の施設の耐震化・老朽化対策への事業費の増加に対応するために、投資の合理化・効率化や経費の

節減などを進めていきますが、それでもなお投資・財政計画において資金不足が生じることが避けられないた

め、水道事業の根幹をなす水道料金の見直しを実施する必要があります。 
 

・料金の収入状況や財務状況の確認・分析により、見直し（改定）の時期や改定内容について検討を行います。 
 

・市が管理する建物や学校・公園における水道料金の用途区分である「行政財産用」については、負担の公平性を図る

ことや増収を見込むために、平成 29 年度から廃止し一般用料金を適用します。 
 
・見直し（改定）の検討については、諮問機関である「上下水道事業運営審議会」からの提言や助言などを取り入れ、進

めていきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

水需要・料金収入・財

務状況の確認・分析 
確認・分析 確認・分析 確認・分析 確認・分析 確認・分析 

用途区分「行政財産

用」の廃止 

・審議会への諮問 

・議会への上程 

「行政財産用」の廃止に

よる一般用料金の

適用 

   

一 般 用 

料 金 の 

見 直 し 

変更前 
・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・審議会での審議 

・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・議会への上程 

料金の見直しの実施 見直し後の検証 

変更後 
・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・審議会での審議 

・財務状況等の分析 

・料金体系の検討 

・審議会での審議 

・議会への上程 

料金の見直しの実施 見直し後の検証 

（変更事由） 平成 30 年度の取組内容の変更 

 平成 30 年度においても審議会での審議を行っていくため、「審議会での審議」を追加しました。 

１-⑧ 手数料の見直し 

取組の目的・内容 

利用者の負担の適正化と収入の確保を目的として手数料の見直しを行います。 
 

・給水装置工事に係る設計審査・しゅん工検査手数料の見直し 

・定期的に事務コストの検証を行い、必要に応じて手数料の見直しの検討を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

設計審査・しゅん工

検査手数料の見直し 

・審議会への諮問 

・議会への上程 
手数料の改定  事務コストの検証  
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２ 安心・快適な給水の確保 
 

 

 

 

 

 

 

２-① 水質管理体制の充実 

取組の目的・内容 

水源から蛇口に至るまでの各段階において水質検査計画で定めた水質検査を行い、水道水の安全性を確

認し、おいしく飲める水道水を供給します。 
 

・水道法 20条で定められている定期水質検査を行い、必要があれば臨時の水質検査も行います。検査地点は水源、浄

水場着水井、浄・給水場の出口及び水道法に基づく検査地点である末端給水栓とし、検査結果を公表することにより、

水質検査の透明性を確保します。 
 

・平成 25 年度に策定した「八千代市水道事業水安全計画※」を運用し、毎年度評価を実施し、水源から蛇口までにおけ

るリスクの管理を進め、安全な水道水を供給します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

水質検査計画に基づ

く水質検査 
実施・公表 実施・公表 実施・公表 実施・公表 実施・公表 

水安全計画の運用 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 評価・見直し 

※水安全計画… 食品業界で用いられる HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)手法を水道に導入したもので、水源から給

水栓までに至るすべての段階での水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のあるあらゆる要因(危害)を分析し、管理

対応する方法を定める計画。厚生労働省の「新水道ビジョン」においても策定を推進している。 

２-② 鉛製給水管の更新 

取組の目的・内容 

安全な水道水の供給と漏水の防止のため、既設の鉛製給水管からポリエチレン管への取替え工事を行いま

す。 
 

・配水管の耐震化工事と合わせた施工を行い、平成 30 年度までに完了させます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

取替え工事 実施 実施 実施（完了）   

 取替え 

個数 

変更前 384個 219個 102個   

 変更後 384個 219個 115個   

（変更事由） 平成 30 年度の取組内容の変更 

設計委託等で現地調査を含め再調査を行ったところ、取替え個数の変更が生じたため、見直しを行いました。 
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２-③ 貯水槽の衛生管理指導 

取組の目的・内容 

小規模貯水槽（10 ㎥未満）を設置している建物の管理者に対し、適正な維持管理を指導することにより、清

浄な飲料水の確保を図ります。 
 

・啓発・指導用のパンフレットを作成します。 

・適正管理への啓発・指導を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

パンフレット作成・配布 内容検討 
パンフレット作成

（５００部） 
配布 配布 配布 

啓発・指導 

実施 

（ホームページ・広報

誌等による啓発） 

実施 実施 実施 実施 

 訪問件数 － ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 
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３ 災害対策の強化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-① 浄・給水場の耐震化・老朽化対策 

取組の目的・内容 

市内７か所の浄・給水場については、昭和 40 年代から 50 年代に整備されたものが多く、経年による老朽化

が進み、現在、大規模な改良工事を順次行っています。改良工事にあわせ、施設の耐震化を進めることによ

り、災害に強い施設をめざします。 
 

・老朽化が著しい村上給水場について配水池の耐震化や電気設備の更新を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

村上給水場改良工事  実施設計 実施設計 

改良工事 

・配水池の耐震化 

・電気設備の更新 

改良工事 

・配水池の耐震化 

・電気設備の更新 

３-② 水道管路の耐震化・老朽化対策 

取組の目的・内容 

耐震化されていない水道管を地震に強い耐震型ダクタイル鋳鉄管(GX 型)へ入れ替えることにより、地震など

の災害時において、安定的な給水を維持することができます。 
 
・現在進めている、石綿セメント管から耐震管へ入れ替える工事を平成 30 年度までに完了させます。 
 
 
・平成 31 年度からは、石綿セメント管以外の非耐震管を耐震管へ入れ替える工事を行っていきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

石綿セメント管の入れ

替え 
更新工事 更新工事 更新工事(完了)   

 更新率 90.5％ 96.1％ 100.0％   

非耐震管の入れ替え   実施設計 更新工事 更新工事 

 

水道管 

路の耐 

震化率 

変更前 54.0％ 56.5％ 58.3％ 59.1％ 60.0％ 

変更後 54.0％ 56.5％ 58.7％ 59.6％ 60.4％ 

（変更事由） 平成 30 年度、31 年度、32 年度の取組内容の変更 

 平成 30 年度に実施する改良工事延長及び布設工事延長の変更に伴い、耐震化率を修正しました。 
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３-③ 漏水対策の推進 

取組の目的・内容 

計画的に漏水調査を行い、早期に修繕することで無効水量（漏水などにより損失した水量）の軽減を図りま

す。また、早期に発見し修繕することにより、道路陥没などの２次災害を防止します。 
 

・給水区域を細分化して年度ごとに各ブロックの漏水調査を実施します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

漏水調査の実施 調査の実施 調査の実施 調査の実施 調査の実施 調査の実施 

 調査区域 

大和田・萱田町・萱田・ゆ

りのき台・緑が丘・高津

東・吉橋地区 

桑納・麦丸・真木野・神久

保・桑橋・島田・島田台・大

学町・村上南・村上・上高

野・米本・神野・保品地区 

下市場・勝田台・勝田・勝

田台北・勝田台南地区 

八千代台東・南地区 八千代台西・北地区 

 調査予 

定件数 

変更前 10,000 件 7,000件 7,000件 5,000件 5,000件 

 変更後 10,000 件 7,000件 7,500件 5,000件 5,000件 

（変更事由） 平成 30 年度の取組内容の変更 

調査区域を改めて確認し、調査予定件数を見直しました。 
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３-④ 応急給水用資機材の整備 

取組の目的・内容 

災害時の応急給水活動に備えるために、応急給水用資機材を計画的に備蓄・整備します。 
 

・平成 29 年度までに、給水タンク（2 ㎥）を 24 基、組立式給水タンク(1 ㎥)を 8 基整備しました。平成 30 年度以降におい

ても、必要に応じて整備していきます。 

・非常用給水袋（6ℓ）を備蓄し、現状で保管している水準の 15,000 枚以上を常に確保します。 

・給水タンク車について、現在 1台保有していますが、平成 31 年度に 1 台購入し、計 2 台を保有します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

給水タンク

の整備 

変更前 購入 購入 購入 購入  

 
給水タンク 

の保有数 
２４基 ２６基 ２８基 ３０基  

変更後 購入 購入 保有 保有 保有 

 
給水タンク 

の保有数 
２４基 ２６基 

・給水タンク 

(2 ㎥)  24 基 

・組立式給水タンク 

(1 ㎥)   8 基 

・給水タンク 

(2 ㎥)  24 基 

・組立式給水タンク 

(1 ㎥)   8 基 

・給水タンク 

(2 ㎥)  24 基 

・組立式給水タンク

(1 ㎥)    8 基 

（変更事由） 平成 30 年度、31 年度、32 年度の取組内容の変更 

 平成 29 年度において給水タンク（2 ㎥）を 24 基、組立式給水タンク(1 ㎥)を 8 基保有しており、今後は必要に応じて購入

を行っていきます。 

非常用給水袋の保管・

補充 
備蓄・補充 備蓄・補充 備蓄・補充 備蓄・補充 備蓄・補充 

 給水袋保管数 15,000 枚 15,000 枚 15,000 枚 15,000 枚 15,000 枚 

【 追 加 】 

給水タンク車の整備 
  保有 購入 保有 

 給水タンク車の保有数   1 台 2 台 2 台 

（追加事由） 平成 30 年度、31 年度、32 年度の取組内容の追加 

給水タンク車については、平成 29 年度末時点で 1 台保有していますが、大規模災害に備え、平成 31 年度に 1 台購入

し、保有台数を 2 台にするため、取組項目を追加しました。 
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３-⑤ 復旧体制の強化 

取組の目的・内容 

災害時の応急給水活動や水道施設が被災した場合の復旧作業を迅速に行うためには、緊急事態を想定し

た訓練などを継続的に行うことが重要です。 
 

・大地震などによる被災を想定した応急給水訓練や復旧訓練を継続的に行います。 

・他の水道事業体や水道工事事業者と共同での訓練実施などにより、連携の強化を図ります。 

・災害マニュアルなどを適宜見直し、修正を行っていきます。 

・災害時に送水管が破損した場合への対策として、不断水弁を設置し、給水能力の向上を図ります。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

災害時を想定とした

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

関係機関・事業者と

の連携強化 

・災害応援協定の確

認・見直し 
 

・共同での訓練の実施 

・災害応援協定の確

認・見直し 
 

・共同での訓練の実施 

・災害応援協定の確

認・見直し 
 

・共同での訓練の実施 

・災害応援協定の確

認・見直し 
 

・共同での訓練の実施 

・災害応援協定の確

認・見直し 
 

・共同での訓練の実施 

災害マニュアルの見

直し・修正 
見直し・修正 見直し・修正 見直し・修正 見直し・修正 見直し・修正 

【 追 加 】 

不断水弁の設置 
  不断水弁の設置 不断水弁の設置 不断水弁の設置 

（追加事由） 平成 30 年度、31 年度、32 年度の取組内容の追加 

 災害時に送水管が破損した場合への対策として、不断水弁を設置し、より安定した水の供給を図っていきます。 

３-⑥ 井戸水の確保 

取組の目的・内容 

災害時などにおいても安全で安心できる水道水を供給するために、自己水源である井戸水の保全を図りま

す。 
 

・定期的な井戸施設の点検・整備を実施します。 

・地下水源の水質環境に留意し、取水井戸周辺の汚染源物質の監視と清掃作業を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

井戸施設の点検・管理 

・日常点検 

・不具合箇所の修繕 

・水質検査の実施 

・日常点検 

・不具合箇所の修繕 

・水質検査の実施 

・日常点検 

・不具合箇所の修繕 

・水質検査の実施 

・日常点検 

・不具合箇所の修繕 

・水質検査の実施 

・日常点検 

・不具合箇所の修繕 

・水質検査の実施 
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（４）業務量の見通し 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

行政区域人口（Ａ） 196,144人 197,776人 198,552人 199,352人 200,054人 

給水人口（Ｂ） 194,426人 196,084人 196,885人 197,709人 198,435人 

普及率（Ｂ／Ａ） 99.1% 99.1% 99.2% 99.2% 99.2% 

年間総給水量（Ｃ） 18,711,446㎥ 18,699,823㎥ 18,674,179㎥ 18,687,194㎥ 18,715,888㎥ 

年間総有収水量（Ｄ） 18,229,423㎥ 18,213,628㎥ 18,188,650㎥ 18,220,014㎥ 18,247,991㎥ 

有収率（Ｄ／Ｃ） 97.4% 97.4 97.4% 97.5% 97.5% 

 

（５）財政収支の見通し（投資・財政計画） 

①収益的収支                           （単位：千円 消費税抜き） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

収 入（Ａ） 3,850,385 3,741,085 3,779,221 3,932,166 4,196,792 

 うち水道料金※ 2,846,909 2,916,884 2,917,789 3,082,951 3,245,102 

支 出（Ｂ） 3,364,174 3,496,979 3,511,282 3,509,192 3,628,079 

純利益／損失（Ａ－Ｂ） 486,211 244,106 267,939 422,974 541,713 

 ※水道料金は、平成 31年度に見直し（改定）を実施した場合の数値 

②資本的収支                                                      （単位：千円 消費税込み） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

収 入（Ａ） 1,398,643 1,466,313 1,439,942 1,322,502 1,366,047 

 うち企業債 850,000 1,170,000 1,200,000 1,001,900 1,242,400 

支 出（Ｂ） 2,882,023 3,401,477 3,468,791 2,895,512 3,439,643 

 うち建設改良費 2,298,567 3,016,072 2,830,770 2,228,379 2,726,369 

資本的収支不足額（Ａ－Ｂ） △1,483,380 △1,935,164 △2,028,849 △1,573,010 △2,073,596 

③企業債残高                                 （単位：千円） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末企業債残高 12,980,174 13,535,982 14,097,961 14,432,728 14,961,854 

④資金残高                                  （単位：千円） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末保有資金残高 2,236,980 1,766,068 1,220,127 1,275,310 1,024,785 
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Ⅲ 公共下水道事業  前期実施計画  

（１）基本方針と取組・施策体系 

（２）変更・追加を行った取組項目 

 平成 28年度から 29年度の実施状況を踏まえ、下記の項目について、平成 30年度以降の取組項目の

計画変更及び追加を行いました。変更・追加した項目は、   枠で囲んで表示しています。 

取組・施策名 取組項目 変更・追加 項 

１－①下水道施設の計画的・効率的な管理 
ストックマネジメント計画

に基づく改築・修繕の実施 
変更 １５ 

１－③民間資金・ノウハウの活用の検討 委託の拡大等の検討 変更 １６ 

１－⑤適正な資金管理 適正な内部留保資金の確保 変更 １７ 

２－①汚水施設の整備拡充 
吉橋工業地域内におけ

る汚水管渠整備 
変更 １９ 

２－②汚水施設の維持管理 

管渠・マンホールポン

プの維持管理 
変更 ２０ 

不明水対策 変更 ２０ 

３－①雨水施設の整備拡充 

大和田新田地区雨水排水整備 変更 ２２ 

大和田地区雨水排水整備 変更 ２２ 

花輪排水区雨水排水整備 追加 ２２ 

※(4)業務量の見通し、(5)財政収支の見通しについても、修正しています。 ２４ 

基本方針  取組・施策名  

１公共下水道事業の運営基盤の向上  

①下水道施設の計画的・効率的な管理 

②定員管理の適正化 

③民間資金・ノウハウの活用の検討 

④広域化の検討 

⑤適正な資金管理 

⑥下水道使用料の検証・検討 

⑦災害復旧体制の強化 

２汚水の適正な処理  

①汚水施設の整備拡充 

②汚水施設の維持管理 

③水質規制の指導・監督 

④未接続の解消 

３浸水対策の強化 

①雨水施設の整備拡充 

②雨水施設の維持管理 

③雨水流出抑制策の推進 
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（３）前期実施計画（取組内容） 

 

１ 公共下水道事業の運営基盤の向上 

 

 

※ストックマネジメント… 持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握・評

価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。 

 

 

 

１-① 下水道施設の計画的・効率的な管理 

取組の目的・内容 

永続的に安定的なサービスを持続させるために、施設の現状を分析するとともに、今後、標準耐用年数５０年

を迎える下水道施設が増加してくることから、将来の更新需要を的確に把握し、長期的な視点から施設を管理

していきます。 
 

・管路施設の調査や既存データの整理などにより、ストックマネジメント※手法を踏まえた改築・修繕計画を策定し、それ

に基づき改築・更新などを行っていきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

管路施設の調査 
カメラ調査 

(八千代台地区) 

カメラ調査 

(八千代台地区) 
   

ストックマネ

ジメント計画

に基づ く改

築 ・修繕の

実施 

変更前 
既設資料の収集・

調査 

既設資料の収集・

調査 

ストックマネジメン

ト計画の策定 

実施設計委託の実施 

修繕工事の実施 

改築・修繕工事の

実施 

変更後 
既設資料の収集・

調査 

既設資料の収集・

調査 

ストックマネジメン

ト計画の策定 

ストックマネジメン

ト計画の策定 
実施設計委託の実施 

（変更事由）平成 31年度、32 年度の取組内容の変更 

 平成 30 年度から実施するストックマネジメント計画の策定に 2 か年を要することとなりました。このため、平成 32 年度に

実施設計委託を行い、修繕工事に必要となる予算措置を行い、平成 33年度から修繕工事を実施することとしました。 

１-② 定員管理の適正化 

取組の目的・内容 

平成 18 年度に行った上下水道事業部門の組織統合以降、事務の効率化などにより、人員の削減を実施し

てきましたが、今後においても、八千代市全体の定員管理計画に基づき、事務事業の見直し、民間委託の拡

大や再任用職員の活用などによる定員管理の適正化を進めます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

定員管理の適正化 推進 推進 推進 推進 推進 
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1-③ 民間資金・ノウハウの活用の検討 

取組の目的・内容 

民間委託などの手法の活用が可能である事務事業については、導入を検討し、事務の効率化や事業費の

縮減を図り、安定的なサービスを継続させます。 
 

・委託可能な業務の調査・検討を行います。 

・類似する業務の集約化が可能か検討を行います。 

・官民連携手法の先進事例などの調査・研究を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

委託の拡

大等の検

討 

変更前 対象業務の調査 
仕様・発注方法の

検討 
委託業務の発注 委託業務の発注 

仕様書についての

見直し 

変更後 対象業務の調査 
仕様・発注方法の

検討 

仕様・発注方法の

検討 
委託業務の発注 

仕様書についての

見直し 

（変更事由） 平成 30年度の取組内容の変更 

 管渠維持業務の包括委託化に向けた業務選定等を見直すこととなり、平成 30 年度においても、仕様・発注方法の検討

を行うこととしました。 

先進事例の調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 

 

 

１-④ 広域化の検討 

取組の目的・内容 

本市は、千葉県が管理する印旛沼流域下水道の終末処理場において、他の事業体と共同で汚水処理を行

なっていますが、それ以外の事業統合については、具体的な検討には至っていません。しかしながら、他の事

業体が進める事例を注視し、調査・研究を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

広域化事例の調査・

研究 
調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 調査・研究 
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１-⑤ 適正な資金管理 

取組の目的・内容 

平成 27年度に行った下水道使用料の見直し（改定）により経営改善が見込まれるため、資金の確保を行い、

今後の施設の更新などに備えます。 
 

・平成 27 年度に行った下水道使用料の見直し（改定）により、経営状況は改善傾向を見込んでいますが、過去の赤字

経営により資金が枯渇していることから、前期計画期間においては内部留保資金の確保を図ります。 
 

・期中の資金管理については、上下水道局内の情報共有などにより、事業の執行状況を把握し、資金管理を徹底し、定

期預貯金の預入などによる利息の獲得と企業債の借入日の調整をすることによる支払利息の低減を図ります。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

適正な内部留保資金

の確保 

計画的・効率的な

事業運営による資

金の確保 

計画的・効率的な

事業運営による資

金の確保 

計画的・効率的な

事業運営による資

金の確保 

計画的・効率的な

事業運営による資

金の確保 

計画的・効率的な

事業運営による資

金の確保 

 内部留保 

資金残高 

変更前 181,159 千円 314,251千円 455,954千円 650,450 千円 904,821千円 

 変更後 181,159 千円 314,251千円 994,323千円 1,284,589 千円 1,666,761千円 

（変更事由） 平成 30年度、31 年度、32年度の取組内容の変更 

内部留保資金残高について、平成 28年度決算、平成 29年度予算、平成 30年度予算等を踏まえ、修正しました。 

期中における資金管

理の徹底 

・定期預金の利息の

獲得 
  

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
  

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
  

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
  

・企業債利息の低減 

・定期預金の利息の

獲得 
  

・企業債利息の低減 

１-⑥ 下水道使用料の検証・検討 

取組の目的・内容 

平成 27年度に行った下水道使用料の見直し（改定）後の収入状況や財務状況の検証を行います。 
 

・諮問機関である「上下水道事業運営審議会」へ経営状況の報告を行い、適正な下水道使用料について検討していきま

す。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

前年度決算に基づく水

需要・料金収入・財務状

況の確認・分析 

確認・分析 確認・分析 確認・分析 確認・分析 確認・分析 

上下水道事業運営審

議会への報告 
経営状況の報告 経営状況の報告 経営状況の報告 経営状況の報告 経営状況の報告 
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※ＢＣＰ(業務継続計画) … 大規模な災害、事故、事件などで職員、庁舎、設備などに相当の被害を受けても、優先実施業務

を中断させず、たとえ中断しても許容される時間内に復旧できるようにするため、策定・運用を

行うもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-⑦ 災害復旧体制の強化 

取組の目的・内容 

地震などの災害により被災した下水道施設の短期間での復旧を可能とするために制定する「下水道ＢＣＰ

（業務継続計画）」により、復旧体制の強化を行います。 
 

・下水道ＢＣＰによる被害想定に基づいた防災訓練を実施します。 

・防災訓練で判明した問題点について対策を検討したうえで、下水道ＢＣＰの見直しを行っていきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

災害時を想定とした

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

・上下水道局防災訓

練の実施 
 

・八千代市災害対応

訓練の実施 

下水道ＢＣＰの運用 ＢＣＰの制定 内容の精査 内容の精査 内容の精査 内容の精査 
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２ 汚水の適正な処理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-① 汚水施設の整備拡充 

取組の目的・内容 

本市においても、近い将来に人口減少が見込まれているため、下水道などの基盤整備と料金収入のバラン

スを考慮して、効率的・効果的な汚水処理施設の整備を図ります。 
 

・事業計画に基づき、平成 32年度まで吉橋工業地域内の汚水管渠の整備を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

吉橋工業地域内にお

ける汚水管渠整備 
汚水管渠築造工事 汚水管渠築造工事 汚水管渠築造工事 汚水管渠築造工事 

汚水管渠築造工事 

（完了予定） 

 汚水管渠

の整備延

長 

変更前 576ｍ 779ｍ 288ｍ 508ｍ 1,861ｍ 

 変更後 576ｍ 779ｍ 599m 619m 1,312m 

（変更事由） 平成 30年度、31 年度、32年度の取組内容の変更 

汚水管渠の整備延長について、整備の進捗に合わせて時点修正をしました。 
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２-② 汚水施設の維持管理 

取組の目的・内容 

下水道施設の適切な維持管理により、施設の機能を確保します。 
 

・管渠やマンホールポンプの定期的な点検・清掃を行い、機能の保全を図ります。 
 

・汚水管渠に地下水などが流入するいわゆる「不明水」を減らすため、区域ごとに順次カメラ調査を実施し、管渠の破損

などが確認された場合は補修を行います。 
 

・老朽化する汚水中継ポンプ場の機械設備については、修繕計画に基づいて修繕を行います。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

管渠・マンホールポン

プの維持管理 
点検・清掃 点検・清掃 点検・清掃 点検・清掃 点検・清掃 

 管渠の清

掃延長 

変更前 3,000ｍ 3,000m 3,000ｍ 3,000ｍ 3,000m 

 変更後 3,000ｍ 3,000m 3,200m 3,200m 3,200m 

（変更事由） 平成 30年度、31 年度、32年度の取組内容の変更  

 清掃予定延長の見直しを行いました。 

不明水

対策 

変更前 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区） 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区 

・北部処理分区） 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区 

・北部処理分区） 

・汚水流量調査 

（佐山処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（北部処理分区） 

・不明水調査 

（佐山処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（北部処理分区） 

 

不明水 

調査延 

長 

2,200ｍ 2,200ｍ 2,400ｍ  2,400ｍ 

変更後 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区） 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区 

・北部処理分区） 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（萱田町処理分区 

・北部処理分区） 

・不明水調査 

（北部処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（北部処理分区） 

・汚水流量調査 

（佐山処理分区） 
 

・不明水対策関連補修 

（北部処理分区） 

 

不明水 

調査延 

長 

2,200ｍ 2,200ｍ 1,900m 1,900m  

（変更事由） 平成 30年度、31 年度、32年度の取組内容の変更  

不明水調査の実績を基に、北部処理分区の調査計画及び、調査予定延長の見直しを行いました。 

ポンプ場機械修繕 
北部中継ポンプ場汚

水ポンプ分解修繕 
  

村上第 2 汚水中継ポ

ンプ場ポンプ分解修繕 
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※特定事業場… 工場・事業場の製造工程等で、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設（特

定施設)を有する工場・事業場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-③ 水質規制の指導・監督 

取組の目的・内容 

民間事業者などが新たに特定事業場※を設置する場合の除害施設に関する指導や特定事業場の排水の水

質について立入調査を行うことで、管渠内への有害物質や油脂類の流入を防止します。 
 

・立入調査を行い、水の水質や除害施設の維持管理について指導します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

特定事業場の立入調査 
・立入調査 

・調査結果の通知 

・立入調査 

・調査結果の通知 

・立入調査 

・調査結果の通知 

・立入調査 

・調査結果の通知 

・立入調査 

・調査結果の通知 

 年間延べ立入調査回数 8回 8回 10回 10回 12回 

２-④ 未接続の解消 

取組の目的・内容 

公共下水道が整備された区域内における未接続世帯が減少することにより、河川などの環境保全が図られ、

下水道使用料の増収にもつながります。 
 

・未接続世帯に対して、水洗化による環境保全の効果について理解していただくことにより、公共下水道への接続を促

します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

未接続世帯への個別

訪問 
訪問の実施 訪問の実施 訪問の実施 訪問の実施 訪問の実施 

 目標訪問件数 300件 300件 300件 300件 300件 
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３ 浸水対策の強化 
 

 

 

３-① 雨水施設の整備拡充 

取組の目的・内容 

近年、局所的な集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う雨水流出量の増加による浸水被害が発生しているこ

とから、浸水被害リスク軽減のための対策を進めます。 

平成 25 年に発生した台風 26 号による豪雨により、大きな被害がもたらされた八千代１号幹線沿線地域（大

和田地区、八千代台北及び八千代台東地区の一部）の浸水対策を重点的に行います。 
 

・新たな調整池の整備  ・新たな管渠の整備 
 

 その他の地域については、事業計画に基づき、計画区域内の道路冠水などが多発する箇所について順次、

整備を進めていきます。 
 

・上高野地区雨水排水整備  ・萱田南第１排水区雨水排水整備  ・大和田新田地区雨水排水整備 

・大和田地区雨水排水整備  ・花輪排水区雨水排水整備 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

八千代１号幹線浸水

対策（調整池の整備） 
実施設計 整備工事 整備工事   

八千代１号幹線浸水

対策（管渠の整備） 
 実施設計  整備工事 整備工事 

上高野地区雨水排水

整備工事 
実施設計   整備工事 整備工事 

萱田南第１排水区雨

水排水整備 
   実施設計  

大和田新 

田地区雨 

水排水整 

備 

変更前   実施設計  整備工事 

変更後    実施設計  

大和田地 

区雨水排 

水整備 

変更前   実施設計  整備工事 

変更後    実施設計  

【 追 加 】 

花輪排水区雨水排水

整備 

  実施設計  整備工事 

（変更・追加事由） 平成 30年度、31 年度、32年度の取組内容の変更・追加 

 「大和田新田地区雨水排水整備」及び「大和田地区雨水排水整備」の実施時期を見直しました。また、浸水被害の頻発

箇所の浸水被害軽減のため、「花輪排水区雨水排水整備」を追加しました。 
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３-② 雨水施設の維持管理 

取組の目的・内容 

雨水管渠やマンホールポンプ、調整池の点検・清掃を行い、健全に保つことで大雨による浸水被害などを軽

減します。 
 

・水路の浚渫作業を実施します。 

・調整池放流口付近の清掃や調整池内の除草作業を実施します。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

水路の浚渫作業 
八千代１号幹線

の浚渫 

高津団地内排水

路の浚渫 

八千代１号幹線

の浚渫 

高津団地内排水

路の浚渫 

八千代１号幹線

の浚渫 

 浚渫作業回数 １回 １回 １回 １回 １回 

調整池の維持管理 
調整池の点検・清掃 

調整池内の除草 

調整池の点検・清掃 

調整池内の除草 

調整池の点検・清掃 

調整池内の除草 

調整池の点検・清掃 

調整池内の除草 

調整池の点検・清掃 

調整池内の除草 

 
調整池の点検・清

掃回数 
３６回/年 ３６回/年 ３６回/年 ３６回/年 ３６回/年 

 調整池の除草作業回数 ２回/年 ２回/年 ２回/年 ２回/年 ２回/年 

３-③ 雨水流出抑制策の推進 

取組の目的・内容 

近年、局所的な集中豪雨や急速に進む都市化の進展に伴い、雨水排水施設の能力を上回る雨水による内

水被害が発生しています。これらの負荷を軽減し、内水被害を減少させるため、開発行為などによる民間事業

において「雨水排水施設整備指導方針」に基づく協議・指導を行い、雨水の流出抑制を図っていきます。 

年度別実施計画 

取組項目 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

開発行為などによる

民間事業における雨

水の流出抑制 

協議・指導の実施 協議・指導の実施 協議・指導の実施 協議・指導の実施 協議・指導の実施 



Ⅲ 公共下水道事業 前期実施計画 

24 

（４）業務量の見通し 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

行政区域人口（Ａ） 196,144人 197,776人 198,552人 199,352人 200,054人 

整備区域内人口（Ｂ） 180,333人 181,707人 182,545人 183,382人 184,165人 

水洗化人口（Ｃ） 178,832人 180,377人 181,313人 182,214人 183,112人 

普及率（Ｂ／Ａ） 91.9% 91.9% 91.9% 92.0% 92.1% 

水洗化率（Ｃ／Ｂ） 99.2% 99.3% 99.3% 99.4% 99.4% 

年間総汚水処理量（Ｄ） 20,916,992㎥ 20,844,335㎥ 20,786,056㎥ 20,806,044㎥ 20,777,361㎥ 

年間総有収水量（Ｅ） 17,126,480㎥ 17,092,355㎥ 17,086,138㎥ 17,144,180㎥ 17,162,100㎥ 

有収率（Ｅ／Ｄ） 81.9% 82.0% 82.2% 82.4% 82.6% 

（５）財政収支の見通し（投資・財政計画） 

①収益的収支                           （単位：千円 消費税抜き） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

収 入（Ａ） 3,371,864 3,340,271 3,320,280 3,388,326 3,378,394 

 うち下水道使用料 2,188,109 2,167,840 2,169,389 2,188,164 2,192,709 

支 出（Ｂ） 3,187,233 3,318,947 3,246,346 3,280,991 3,250,219 

純利益／損失（Ａ－Ｂ） 184,631 21,324 73,934 107,335 128,175 

②資本的収支                                                      （単位：千円 消費税込み） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

収 入（Ａ） 501,853 1,420,173 2,132,153 945,518 2,019,074 

 うち企業債 211,400 741,600 1,042,100 389,400 1,072,100 

 うち国庫補助金 117,165 526,334 892,269 312,198 823,678 

支 出（Ｂ） 1,258,108 2,165,567 2,880,394 1,649,525 2,698,472 

 うち建設改良費 491,177 1,437,886 2,196,515 1,001,437 2,078,955 

資本的収支不足額（Ａ－Ｂ） △756,255 △745,394 △748,241 △704,007 △679,398 

③企業債残高                                 （単位：千円） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末企業債残高 8,216,029 8,319,657 8,751,705 8,557,208 9,034,567 

④資金残高                                  （単位：千円） 

年 度  

項 目 

平成 28年度 

（実績） 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

年度末保有資金残高 627,194 773,352 994,323 1,284,589 1,666,761 



 

八千代市上下水道事業経営戦略 

前期実施計画 

【平成３０年度版】 

 

発行日   平成３０年３月 

発 行   八千代市上下水道局 

編 集   八千代市上下水道局 経営企画課 

所在地   八千代市萱田町 596-5 

電 話   047-483-6572（直通） 

ＦＡＸ   047-483-6111 

E-ｍail   keiei1@city.yachiyo.chiba.jp 


